








 

「選考方法」については１４ページをごらんください。

父・母それぞれの基本指数はいずれか１種類、指数５０を上限とします。

番号 種類 基本指数

居宅外労働

外　　　勤

居宅外自営

居宅内労働

内　　　勤

居宅内自営

出産

手帱３級程度以上

上記以外の程度

安静を要する状態

通院加療のため保育にあたることができない状態

(病院・施設付添)

送迎

災 害

求 職 中

就 学 等 注意点４

丌 存 在 等

注意点５

上記以外の勤務　（注意点８）

月２０日以上、日中７時間以上の付添い

月２０日以上、日中５時間以上７時間未満の付添い

月２０日以上、日中４時間以上５時間未満の付添い

月１６日以上、日中７時間以上の付添い

月１６日以上、日中４時間以上５時間未満の付添い

月１２日以上、日中７時間以上の付添い

【保育の実施に伴う選考指数】

月２０日以上勤務し、日中７時間以上の勤務を常態

月１２日以上、日中４時間以上５時間未満の付添い

身体障害者手帱４級以下所持

出産前後の休養のため保育にあたることができない場合

(出産予定月をはさんで前後２か月の計５か月以内の実施)
育児休業
（注意点３）

育児休業取得中で育児休業該当児以外の申込の場合

育児休業取得中で育児休業該当児の申込の場合

上記以外の勤務　（注意点８）

看護・介護

自宅看護・介護

重度障害者（身体障害者手帱1・２級）等の全介護

常時観察と介護(食事・排泄・入浴の介護)が必要

上記以外の介護(自宅外介護を含む)が必要

病院・心身通園施設等の送迎

月１６日以上、日中５時間以上７時間未満の付添い

月１２日以上、日中５時間以上７時間未満の付添い

居宅内療養

前各号に掲げるもののほか、明らかに保育にあたることができないと認められる場合

災害等により家屋の損傷、その他災害復旧のため保育にあたることができない場合(６か月以内の実施)
求職のため、日中外出を常態(３か月以内の実施)
日中、就学・技術習得等のため保育にあたることができない場合

死亡、離婚、未婚、行方丌明、拘禁、離婚調停中の別居等

疾病

入院１か月以上(予定を含む)
常時病臥

精神性

障 害
身体障害者手帱１・２級、聴覚障害者３級以上　精神障害者保健福祉手帱、愛の手帱３度以上所持

身体障害者手帱３級、聴覚障害者４級以下、愛の手帱４度所持

一般療養

内職
月１２日以上、日中４時間以上の勤務を常態　（注意点８）

上記以外の勤務　（注意点８）

月２０日以上勤務し、日中７時間以上の勤務を常態

月２０日以上勤務し、日中５時間以上７時間未満の勤務を常態

月２０日以上勤務し、日中４時間以上５時間未満の勤務を常態

月１６日以上勤務し、日中７時間以上の勤務を常態

月１６日以上勤務し、日中５時間以上７時間未満の勤務を常態

月１６日以上勤務し、日中４時間以上５時間未満の勤務を常態

月１２日以上勤務し、日中５時間以上７時間未満の勤務を常態

月１２日以上勤務し、日中４時間以上５時間未満の勤務を常態

細目

月２０日以上勤務し、日中５時間以上７時間未満の勤務を常態

月２０日以上勤務し、日中４時間以上５時間未満の勤務を常態

月１６日以上勤務し、日中７時間以上の勤務を常態

１．基準指数
保護者（父母）の状況（同居の親族その他の者が児童の保育にあたることができない場合）

月１６日以上勤務し、日中５時間以上７時間未満の勤務を常態

月１６日以上勤務し、日中４時間以上５時間未満の勤務を常態

月１２日以上勤務し、日中７時間以上の勤務を常態

月１２日以上勤務し、日中５時間以上７時間未満の勤務を常態

月１２日以上勤務し、日中４時間以上５時間未満の勤務を常態

月１２日以上勤務し、日中７時間以上の勤務を常態

 
 

選考指数
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勤務証明書の勤務時間、日数、給不形態等から実績を確認し、整合性のない場合は、減点とします。

シフト勤務の方はシフト表により指数を求めます。

育児時間（短時間勤務）等の場合は、雇用契約上の勤務時間をみます。
「上記以外の勤務」「内職」は入園選考のみの適用とします。
出産予定のある場合は、出産後の状況により指数が異なります。

番号 指数

＋10

＋10

－6

＋1

＋6

再入園申込児 ＋10

再入園申込児の弟妹 ＋6

＋1

－10

＋1

＋1

＋5

番号「１～２」及び「４～７」については、それぞれ重複適用しません。

番号２及び３の「同居」には、別世帯であっても同一住所又は同一建物の場合も含みます。

＋1～20

調整指数の注意点

３．総合調整指数
児童福祉等の観点から特に調整が必要とされた場合

申込児（学齢１歳児）を保育ママに預けている(区立保育園の４月入園選考時に適用)
区外在住者(転入予定者を除く)
保護者が身体障害者手帱４級以上、愛の手帱４度、精神障害者保健福祉手帱を所持し勤務を常態
としている場合

２．調整指数

未就学児が３人以上いる場合

育児休業取得により一時退園し育児休業後に再入園申込の場合

生活保護世帯

ひとり親世帯で同居の祖父母がいない場合

同居の祖父母(60歳未満)が無職又は求職中の場合

保護者が聴覚・言語障害者３級以上の場合

保護者が求職中ですでに外勤が確定している(勤務内定証明書提出)場合

申込児（転園申込児を含む）の兄弟姉妹が希望園に在園中、又は４月入園選考時に兄弟姉妹がす
でに内定している場合

保護者のそれぞれについて、基準指数を求め、合算して当該世帯の指数とします。

入園希望月に復職をする場合は、番号１の居宅外労働を準用します。ただし、職場復帰後の勤務証明書が提
出されない場合は、番号７の求職中の指数とします。

日中とは、保育園の開所時間（延長保育時間を除く）とします。時間は休憩時間を除きます。

番号１の居宅外労働を準用します。

番号１～７を準用します。

基準指数の注意点

条　　　　　　　　　　　　件

番号１１については、勤務開始後２週間以内に勤務証明書が提出されない場合は、勤務内定日の翌日から求
職中の扱いとします。
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通常の開所時間を超えて延長保育を実施している保育園があります。実施園については、６ページの「延長

保育実施保育園一覧」をご覧ください。延長保育の利用は、通常保育と同じ保育園のみとなります。延長保育

にも定員がありますので、入園が決定しても延長保育を利用できないことがあります。 
 

私立保育園 

 延長保育を実施している各私立保育園で受付・決定をしています。利用方法や延長保育料は、各園で異なり

ます。希望する私立保育園に直接お問い合わせください。 
  

区立保育園 

保育係で受付し選考会議で決定をしています。延長保育料は別途かかります。(２０ページをご覧ください) 

《申込条件及び実施要件》 

勤務時間などの理由で午後6時 30分から午後7時 30分の間に保育ができない方 

《申込方法》 

「延長保育申込書」と父・母および同居祖父母(６０歳未満の場合)の「延長保育用勤務証明書」を入園 

申込締切日(7～8ページ参照)までに保育係に提出してください。 

申込書は、平成2５年3月分の選考まで有効です。平成2５年4月以降については、別途申込が必要です。 

《選考方法》 

延長保育の選考は、延長保育の実施に伴う選考基準指数をもとに、選考会議において総合的に判断します。 

選考結果については、申込の最初の月のみ文書で通知します。 

《 その他 》 

延長保育を実施していない保育園や私立保育園に入園内定した場合、延長保育申込は取り下げ扱いとなり

ます。 

延長保育の実施期間中に勤務時間(実績)の縮小や、出産休暇（産前産後休暇）・育児休業・育児時間（短時

間勤務）の取得など、家庭状況の変更により、実施要件に該当しなくなった場合は、延長保育を利用できま

せん。出産休暇に入った時点で、延長保育の利用はできなくなりますので、「延長保育実施辞退届」を保育

園へ提出してください。 
 

【区立保育園延長保育の実施に伴う選考基準指数】

番号 父 母 等 の 状 況 指 数

１ 居宅外勤務 

基準指数 午後６時３０分以降保育に欠ける状況 

月２０日以上 ５ 

月１６日以上 ４ 

月１２日以上 ３ 

上記以外 １ 

加算指数 
午後６時３０分以降、延長保育申込児童について、延長保育

申込時に月１２日以上有料保育を利用している場合 

２ 

世帯単位 

２ 居宅内勤務 基準指数 午後６時３０分以降保育に欠ける状況 

月２０日以上 ４ 

月１６日以上 ３ 

月１２日以上 ２ 

上記以外 １ 

３ 
死亡、離婚、未婚、行方丌明又は離婚調停中の別居等のため父母等のいずれかが丌存在

である場合 
５ 

４ 

父母等保護者について次の状況にある場合は、上記１及び２のいずれかに準ずる。 

①疾病及び障害により保育にあたることができない場合 

②自宅看護・介護もしくは病院、施設の付添い看護・介護のため保育にあたることができない場合 

③病院、心身通園施設等への送迎のため保育にあたることができない場合 

④災害等により家屋の損傷、その他災害復旧のため保育にあたることができない場合 

⑤就学・技術習得等のため保育にあたることができない場合 

５ 特に必要があると区長が認めた場合 １～５ 

※延長保育の実施に伴う選考基準指数は、父母それぞれの指数の合計とします。 

※番号１については、労働契約上の勤務時間に、区の基準により算出した通勤時間を加えた時間となります。 

延長保育 
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通常の開所時間を超えて延長保育を実施している保育園があります。実施園については、６ページの「延長

保育実施保育園一覧」をご覧ください。延長保育の利用は、通常保育と同じ保育園のみとなります。延長保育

にも定員がありますので、入園が決定しても延長保育を利用できないことがあります。 
 

私立保育園 

 延長保育を実施している各私立保育園で受付・決定をしています。利用方法や延長保育料は、各園で異なり

ます。希望する私立保育園に直接お問い合わせください。 
  

区立保育園 

保育係で受付し選考会議で決定をしています。延長保育料は別途かかります。(２０ページをご覧ください) 

《申込条件及び実施要件》 

勤務時間などの理由で午後6時 30分から午後7時 30分の間に保育ができない方 

《申込方法》 

「延長保育申込書」と父・母および同居祖父母(６０歳未満の場合)の「延長保育用勤務証明書」を入園 

申込締切日(7～8ページ参照)までに保育係に提出してください。 

申込書は、平成2５年3月分の選考まで有効です。平成2５年4月以降については、別途申込が必要です。 

《選考方法》 

延長保育の選考は、延長保育の実施に伴う選考基準指数をもとに、選考会議において総合的に判断します。 

選考結果については、申込の最初の月のみ文書で通知します。 

《 その他 》 

延長保育を実施していない保育園や私立保育園に入園内定した場合、延長保育申込は取り下げ扱いとなり

ます。 

延長保育の実施期間中に勤務時間(実績)の縮小や、出産休暇（産前産後休暇）・育児休業・育児時間（短時

間勤務）の取得など、家庭状況の変更により、実施要件に該当しなくなった場合は、延長保育を利用できま

せん。出産休暇に入った時点で、延長保育の利用はできなくなりますので、「延長保育実施辞退届」を保育

園へ提出してください。 
 

【区立保育園延長保育の実施に伴う選考基準指数】

番号 父 母 等 の 状 況 指 数

１ 居宅外勤務 

基準指数 午後６時３０分以降保育に欠ける状況 

月２０日以上 ５ 

月１６日以上 ４ 

月１２日以上 ３ 

上記以外 １ 

加算指数 
午後６時３０分以降、延長保育申込児童について、延長保育

申込時に月１２日以上有料保育を利用している場合 

２ 

世帯単位 

２ 居宅内勤務 基準指数 午後６時３０分以降保育に欠ける状況 

月２０日以上 ４ 

月１６日以上 ３ 

月１２日以上 ２ 

上記以外 １ 

３ 
死亡、離婚、未婚、行方丌明又は離婚調停中の別居等のため父母等のいずれかが丌存在

である場合 
５ 

４ 

父母等保護者について次の状況にある場合は、上記１及び２のいずれかに準ずる。 

①疾病及び障害により保育にあたることができない場合 

②自宅看護・介護もしくは病院、施設の付添い看護・介護のため保育にあたることができない場合 

③病院、心身通園施設等への送迎のため保育にあたることができない場合 

④災害等により家屋の損傷、その他災害復旧のため保育にあたることができない場合 

⑤就学・技術習得等のため保育にあたることができない場合 

５ 特に必要があると区長が認めた場合 １～５ 

※延長保育の実施に伴う選考基準指数は、父母それぞれの指数の合計とします。 

※番号１については、労働契約上の勤務時間に、区の基準により算出した通勤時間を加えた時間となります。 

延長保育 
 

 

 

  

 

 

Ａ１ ：月々の保育料は同じです。ただし、私立保育園は、保育園により園服や園バッグ・保護者会費な 

どの費用が別途かかる場合があります。 

また、運営母体や保育方針も異なりますので、私立保育園は必ず見学して、保育内容等を確認し

たうえで申込をしてください。 

 

 

 

Ａ２ ：選考により入園決定します。先着順ではありません。申込人数が募集人数を超えた場合は、入園 

できない場合があります。ただし、選考方法は私立・区立で違います。→１４ページ参照 

 

 

 

Ａ３ ：0歳児クラスのない区立・私立保育園（一部を除く）には、満１歳になった翌月入園分から申込 

できます。すでに0歳児クラスのみで申込をしている場合は、希望園変更届を提出してください。 

 

 

 

Ａ４ ：区立保育園では、全園で、食物アレルギーをお持ちのお子さんに対して除去食の対応を行って 

います。アレルギー原因食品の除去を希望される場合には、医師による診断指示書（所定の用 

紙が園にあります）を提出していただき、保護者の方と園の事前打合せをお願いしています。 

また、重度の食物アレルギー等の場合、除去対応できないことがあります。そのときはご家庭 

にお弁当等のご協力をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。 

    私立保育園は、各園に直接お問い合わせください。 

 

 

 

 

Ａ５ ：「保育園入園申込取下届」を保育係に提出してください。 

 

 

 

Ａ６ ：幼稚園に在園しながら、保育園に入園することはできません。 

     そのため、夏休みの期間だけ保育園に通園することはできません。 

 

 

 

 

Ａ７ ：私立保育園の延長保育の申込は、入園決定後保育園で受付及び決定をしています。見学の際に 

直接お問い合わせください。 

このため、区立保育園のみ延長保育の申込が必要となります。「延長保育申込書」「延長保育用 

勤務証明書」を保育係に提出してください。受付期間は入園申込と同様です。 

また、延長保育にも定員がありますので、入園が決定しても延長保育を利用できないことがあ 

ります。 

Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ５ ：保育園と幼稚園を同時に申込したのですが、その後、幼稚園に入園が決まりました。 

保育園の申込で手続きすることはありますか？ 

 

Q６ ：現在、子どもが幼稚園に通園しています。夏休みの期間だけ保育園に入園することはできますか？ 

Ｑ１ ：私立保育園と区立保育園とでは何が違うのですか？  

Ｑ２ ：申込をすれば必ず入園できますか？ また、先着順で入園となるのですか？ 

 

Ｑ３ ：いま0歳クラスで申込をしていますが、１歳クラスの申込はいつからできますか？ 

 

Ｑ４ ：食物アレルギーの子どもがいるのですが、給食はどうなりますか？ 

 

Ｑ７ ：入園と同時に延長保育を利用したいと考えています。第１希望は私立保育園です。第２希望は区立

保育園です。延長保育の申込は、どのようにしたらいいですか？   

 

18



決 定

保育料は、保護者の所得税額 ※ 、住民税額 ※ 、固定資産税額により決定します。
※ 寄附金控除のうち国または地方公共団体分、住所地の共同募金会及び日赤支部分、配当控除、外国税額控除、住宅借

入金等特別控除、特定増改築等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築

等特別税額控除、電子証明書等特別控除を適用する前の税額

※ 寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除を適用する前の税額

◇区立保育園と私立保育園の保育料は同額です。私立保育園の延長保育料は、各園で決定しています。

◇入園金はありません。

◇保育料は か月単位です。月の初日に、保育園に在園している場合は、 か月分の保育料がかかります。

このため、月の途中で退園しても日割りにはなりません。また、区立保育園の延長保育料についても同様

の扱いとなります。

◇保育料決定に必要な書類の提出がない場合は、最高額で決定・賦課されます。

支払い

◇保育料の支払いは口座振替でお願いしています。支払い期限は、毎月月末です。（月末が土・日・祝日の

場合は、翌営業日となります）

◇保育料は必ず期限までにお支払いください。

◇保育料の支払いがない場合は、地方税の滞納処分の例により、給与差し押さえ等の滞納処分を行うことが

あります。

減 額

次のような場合に保育料が減額されることがあります。該当すると思われる方は、保育係にご相談ください。

《減額の対象となる場合》

その年に、失業（自己退職を除く）したとき、または収入が著しく減ったとき

その年に、出産などにより扶養家族が増えたとき

その年に、病気や災害などで特別に費用がかかったとき

同居の家族に次の方がいるとき

・身体障害者（児） ～ 級 ・知的障害者（児） ～ 度

・精神障害者 ～ 級 ・熟年者激励手当受給者

その年に、その他特別な理由があるとき

《申 請 方 法》 「保育料減額申請書」に必要書類を添付して提出してください。

《適用開始日》 受付日の翌月から適用となります。ただし、受付日が月の初日の場合はその月から

適用されます。

《期 間》 理由により異なり、その年度内に限ります。

《そ の 他》 同一理由による減額申請は、年度内１回となります。

また、同時期に二つの減額を受けることはできません。

保育料を滞納している場合には、減額は適用されません。

免 除

入園しているお子さんが、病気などで月の初日から か月以上通園できないときは、事前に申請すること

によりその月の保育料が免除になります。ただし、里帰り出産など保護者の都合による場合は、該当しません。

詳しくは、保育係にご相談ください。

《申 請 方 法》 「保育料免除申請書」に必要書類を添付して、該当月の初日までに提出して

ください。

《免除される期間》 最長 か月

保育料
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決 定

保育料は、保護者の所得税額 ※ 、住民税額 ※ 、固定資産税額により決定します。
※ 寄附金控除のうち国または地方公共団体分、住所地の共同募金会及び日赤支部分、配当控除、外国税額控除、住宅借

入金等特別控除、特定増改築等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築

等特別税額控除、電子証明書等特別控除を適用する前の税額

※ 寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除を適用する前の税額

◇区立保育園と私立保育園の保育料は同額です。私立保育園の延長保育料は、各園で決定しています。

◇入園金はありません。

◇保育料は か月単位です。月の初日に、保育園に在園している場合は、 か月分の保育料がかかります。

このため、月の途中で退園しても日割りにはなりません。また、区立保育園の延長保育料についても同様

の扱いとなります。

◇保育料決定に必要な書類の提出がない場合は、最高額で決定・賦課されます。

支払い

◇保育料の支払いは口座振替でお願いしています。支払い期限は、毎月月末です。（月末が土・日・祝日の

場合は、翌営業日となります）

◇保育料は必ず期限までにお支払いください。

◇保育料の支払いがない場合は、地方税の滞納処分の例により、給与差し押さえ等の滞納処分を行うことが

あります。

減 額

次のような場合に保育料が減額されることがあります。該当すると思われる方は、保育係にご相談ください。

《減額の対象となる場合》

その年に、失業（自己退職を除く）したとき、または収入が著しく減ったとき

その年に、出産などにより扶養家族が増えたとき

その年に、病気や災害などで特別に費用がかかったとき

同居の家族に次の方がいるとき

・身体障害者（児） ～ 級 ・知的障害者（児） ～ 度

・精神障害者 ～ 級 ・熟年者激励手当受給者

その年に、その他特別な理由があるとき

《申 請 方 法》 「保育料減額申請書」に必要書類を添付して提出してください。

《適用開始日》 受付日の翌月から適用となります。ただし、受付日が月の初日の場合はその月から

適用されます。

《期 間》 理由により異なり、その年度内に限ります。

《そ の 他》 同一理由による減額申請は、年度内１回となります。

また、同時期に二つの減額を受けることはできません。

保育料を滞納している場合には、減額は適用されません。

免 除

入園しているお子さんが、病気などで月の初日から か月以上通園できないときは、事前に申請すること

によりその月の保育料が免除になります。ただし、里帰り出産など保護者の都合による場合は、該当しません。

詳しくは、保育係にご相談ください。

《申 請 方 法》 「保育料免除申請書」に必要書類を添付して、該当月の初日までに提出して

ください。

《免除される期間》 最長 か月

保育料
 

3　歳 4　歳

第1子 第2子以降 第1子 第2子以降 第1子 第2子以降 未満児 以上児

円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

円 ～ 円 未満の世帯

階層

所得等の条件

　　　　　　　　7 円以上

　生活保護世帯

前年分所得税非課税 前年度分固定資産税額　６，０００円以上

【平成２４年度　保育料基準額表】

階層

　住民税均等割のみ

3歳児 4歳以上児

所得等の条件

保育料(月額：区立保育園・私立保育園)
延長保育料

(月額：区立保育園)
3歳未満児

　在園中の児童が世帯に１人だけの場合は、その児童が「第１子」となります。

　住民税非課税世帯

表の「所得税額」は、平成2３年中の保護者の全所得にかかる年税額です。

変更になる階層

　
所
得
税
課
税

前年度分固定資産税額　８，０００円以上

　住民税所得割額5,000円未満

　住民税所得割額5,000円以上

前年分所得税課税 前年度分固定資産税額１０，０００円以上

※同一世帯から2人以上の児童が在園する場合、第1子は年齢の高い児童（同じ年齢の場合はそのうちの
　1人）、「第２子以降」とは「第１子」以外の児童をいいます。

3歳児

所
得
税
非
課
税

※上記の表でＣ1～D1階層のうち前年度固定資産税がある場合は、階層が次のようになります。

固定資産税の条件

前年度分固定資産税額　４，０００円以上
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入園時の保護者（６０歳未満の同居祖父母を含む）の状況が申込時の状況と変更がないことを確認するため、

入園後に保育ができないことを証明する書類の提出をお願いしています。該当する書類を保育園にご提出くだ

さい。

申込時の状況（勤務先・日数・時間や内定の勤務先、就学や介護・看護の状況等）に変更があった場合、

または変更となる予定がある場合は、退園（内定取消）となることがあります。

状況によりますので、至急、保育係までご連絡ください。

※ 出産予定がわかった場合や、育児休業を延長した（する）場合にもご連絡ください。

申込時の状況 提 出 書 類

勤務している 勤務証明書 入園日以降に会社で証明をもらってください。

育児休業中 勤務証明書 育休明け復職後、会社で証明をもらってください。

産休後すぐに復職する 勤務証明書 産休明け復職後、会社で証明をもらってください。

出産後働きたい 勤務証明書

勤務開始後、会社で証明をもらってください。

☆提出期限までに提出がない場合は、その月から「求職中」と同様

の扱いとなります。

勤務内定 勤務証明書 勤務開始後、内定の勤務先で証明をもらってください。

勤務状況が

保育園通園要件不足、

または内職

勤務証明書
※日中４時間以上

休憩時間除く
かつ

月１２日以上の勤務

「保育園通園要件」を満たすように勤務状況（日数･時間等）を

変更し、入園日以降に勤務先で証明をもらってください。

・内職の場合は外勤の勤務を探していただき、

勤務開始後「勤務証明書」に証明をもらってください。

・申込時と同様に要件不足の勤務証明書を提出した場合は、

下記「求職中」の扱いになります。

求職中で申込
（仕事を探すために日中

保育ができない状態）

勤務証明書
または

就職活動状況

報告書

入園日以降、会社で「勤務証明書」に証明をもらってください。

・求職中で申込をした方で翌月も通園を希望する場合は、『就職活

動状況報告書』を提出してください。

・求職中で申込をした方の求職中の要件で通園できる期間は、３か

月です。３か月目の１５日までに勤務証明書 内定不可 の提出がな

い場合は、３か月目の末日で退園となります。

ただし、求職中以外で申込をした場合は、この求職期間に該当しま

せん。

看護・介護している
看護・介護状況

申告書

入園時の状況で記入し、下記の書類のうちいずれか１つを添付のう

え、提出してください。

※看護・介護を受ける方の診断書、または障害者手帳のコピー、ま

たは介護保険被保険者証のコピーとケアプランのコピー

病気・障害
診断書※ または 障害者手帳のコピー

※入園日以降に証明していただいたもので、内容にはお子さんを保育することが

できない具体的な内容の記載が必要です。

就学 在学証明書 と 時間割表 ※入学 進級 後、提出してください。

入園決定（内定）後の条件
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入園時の保護者（６０歳未満の同居祖父母を含む）の状況が申込時の状況と変更がないことを確認するため、

入園後に保育ができないことを証明する書類の提出をお願いしています。該当する書類を保育園にご提出くだ

さい。

申込時の状況（勤務先・日数・時間や内定の勤務先、就学や介護・看護の状況等）に変更があった場合、

または変更となる予定がある場合は、退園（内定取消）となることがあります。

状況によりますので、至急、保育係までご連絡ください。

※ 出産予定がわかった場合や、育児休業を延長した（する）場合にもご連絡ください。

申込時の状況 提 出 書 類

勤務している 勤務証明書 入園日以降に会社で証明をもらってください。

育児休業中 勤務証明書 育休明け復職後、会社で証明をもらってください。

産休後すぐに復職する 勤務証明書 産休明け復職後、会社で証明をもらってください。

出産後働きたい 勤務証明書

勤務開始後、会社で証明をもらってください。

☆提出期限までに提出がない場合は、その月から「求職中」と同様

の扱いとなります。

勤務内定 勤務証明書 勤務開始後、内定の勤務先で証明をもらってください。

勤務状況が

保育園通園要件不足、

または内職

勤務証明書
※日中４時間以上

休憩時間除く
かつ

月１２日以上の勤務

「保育園通園要件」を満たすように勤務状況（日数･時間等）を

変更し、入園日以降に勤務先で証明をもらってください。

・内職の場合は外勤の勤務を探していただき、

勤務開始後「勤務証明書」に証明をもらってください。

・申込時と同様に要件不足の勤務証明書を提出した場合は、

下記「求職中」の扱いになります。

求職中で申込
（仕事を探すために日中

保育ができない状態）

勤務証明書
または

就職活動状況

報告書

入園日以降、会社で「勤務証明書」に証明をもらってください。

・求職中で申込をした方で翌月も通園を希望する場合は、『就職活

動状況報告書』を提出してください。

・求職中で申込をした方の求職中の要件で通園できる期間は、３か

月です。３か月目の１５日までに勤務証明書 内定不可 の提出がな

い場合は、３か月目の末日で退園となります。

ただし、求職中以外で申込をした場合は、この求職期間に該当しま

せん。

看護・介護している
看護・介護状況

申告書

入園時の状況で記入し、下記の書類のうちいずれか１つを添付のう

え、提出してください。

※看護・介護を受ける方の診断書、または障害者手帳のコピー、ま

たは介護保険被保険者証のコピーとケアプランのコピー

病気・障害
診断書※ または 障害者手帳のコピー

※入園日以降に証明していただいたもので、内容にはお子さんを保育することが

できない具体的な内容の記載が必要です。

就学 在学証明書 と 時間割表 ※入学 進級 後、提出してください。

入園決定（内定）後の条件
 

 

 

 

通園要件 

入園後については、申込時の状況と同程度の保育ができない状況を通園要件とします。 

勤務・介護・就学等で、保護者（６０歳未満の同居祖父母を含む）が日中４時間以上 交通所要時間、

休憩時間を除く かつ月１２日以上お子さんの保育ができないことを通園要件とします。 

日中とは、保育園の開所時間（延長保育時間を除く）です。 

通園要件がなくなった場合は、退園となります。 

通園期間は、お子さんが小学校に入学する年の３月末日までの保護者が希望する期間ですが、 

通園要件によって異なります。 

 

家庭状況等の変更があった場合 

 状況に応じた書類の提出が必要です。速やかに保育係及び保育園に連絡をしてください。 

退園について 

  転居や自宅で保育可能などの理由で退園する際は、「退園届」を提出してください。 

退園届を月の初日までに提出されない場合、その月の保育料を負担していただきます。 

次のような場合にも退園になります。 

◇２か月以上にわたり保育園への通園がない場合

◇江戸川区外へ転出した場合（ただし、所定の手続きにより引き続き通園できる場合もあります） 

◇概ね６か月ごとに確認する「保育ができないことを証明する書類」の提出がない場合 

※ 保育料はかならず期限までにお支払いねがいます。 

 

 

認可保育園（区立・私立）に対する相談窓口について 

 認可保育園（区立・私立）に対する苦情相談窓口は副園長（主任保育士）が受付しています。 

責任者は園長になります。もちろん、区の保育課・子育て支援課にご相談いただいても結構です。 

また、園や区に直接言いにくい場合は、江戸川区社会福祉協議会に苦情解決委員制度があります。 

第三者委員としての苦情解決委員が公正中立な立場で対応します。 

 

事務局 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会・安心生活センター 

    〒132-0031 江戸川区松島1-38-1 グリーンパレス１階 

    電話 3653-6275 

 

通園を継続するための条件 
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江戸川区の保育サービス

保保 育育 ママママ 《《江江戸戸川川区区のの独独自自制制度度》》

保護者の方が働いていたり、病気などでご家庭での保育が困難なお子さんを、保護者に代わり「保

育ママ」が家庭的な愛情と環境のもとでお預かりする江戸川区独自の制度です。

◎保育ママとは
２５歳以上６５歳未満で、子育てに熱意と愛情を持ち、保育士・教員・助産師・保健師・看護

師の資格を持つか育児経験のある人を江戸川区が認定しています。

◎預けられるお子さんは
生後９週 ５７日目 から１歳未満の健康なお子さんです。 年齢は４月１日が基準となります

◎保育時間
基本時間…午前８時３０分～午後５時 時間外保育…午前７時３０分～午後６時の枠内

◎保育がお休みの日 下記の日は保育ができません
①日曜日・祝日・年末年始 月 日～翌年１月３日 ②保育ママの年次休暇 年間 日

◎費用
基本料金 月額 … 円 ※第 子減額制度あり
雑 費 月額 … 円 光熱水費・消耗品費
時間外保育費用… 時間 円

☆お子さんのミルク・離乳食 お弁当 ・おやつ・おむつ・着替え等は持ち込みになります。

詳しくは保育ママ制度のパンフレットがありますので、お気軽にお問い合わせください。

申込・問合わせ先 保育課保育ママ係 ℡ 直通

 

パスポートを持って楽しい子育てを

『『子子育育てて安安心心パパススポポーートト』』
～ 保育園は地域の子育て応援団 ～

家庭で乳幼児を育てている方に「子育て安心パスポート」を配付して子育てを応援しています。

区立保育園の実施事業に参加の際はご持参ください。

◎「子育て安心パスポート」は、お近くの区立保育園で配布しています。

 
 
 
 
 
 

 

【実施事業】

・保育園にあそびにきませんか

・親子 チャレンジ（保育体験）

・園庭開放

・プール開放（夏季限定）

・子育て情報発信

・育児相談

 

家庭で乳幼児を子育て中のみなさん

お近くの区立保育園へどうぞ！

 

パ ス ポ ー ト

江戸川区子ども家庭部
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江戸川区の保育サービス

保保 育育 ママママ 《《江江戸戸川川区区のの独独自自制制度度》》

保護者の方が働いていたり、病気などでご家庭での保育が困難なお子さんを、保護者に代わり「保

育ママ」が家庭的な愛情と環境のもとでお預かりする江戸川区独自の制度です。

◎保育ママとは
２５歳以上６５歳未満で、子育てに熱意と愛情を持ち、保育士・教員・助産師・保健師・看護

師の資格を持つか育児経験のある人を江戸川区が認定しています。

◎預けられるお子さんは
生後９週 ５７日目 から１歳未満の健康なお子さんです。 年齢は４月１日が基準となります

◎保育時間
基本時間…午前８時３０分～午後５時 時間外保育…午前７時３０分～午後６時の枠内

◎保育がお休みの日 下記の日は保育ができません
①日曜日・祝日・年末年始 月 日～翌年１月３日 ②保育ママの年次休暇 年間 日

◎費用
基本料金 月額 … 円 ※第 子減額制度あり
雑 費 月額 … 円 光熱水費・消耗品費
時間外保育費用… 時間 円

☆お子さんのミルク・離乳食 お弁当 ・おやつ・おむつ・着替え等は持ち込みになります。

詳しくは保育ママ制度のパンフレットがありますので、お気軽にお問い合わせください。

申込・問合わせ先 保育課保育ママ係 ℡ 直通

 

パスポートを持って楽しい子育てを

『『子子育育てて安安心心パパススポポーートト』』
～ 保育園は地域の子育て応援団 ～

家庭で乳幼児を育てている方に「子育て安心パスポート」を配付して子育てを応援しています。

区立保育園の実施事業に参加の際はご持参ください。

◎「子育て安心パスポート」は、お近くの区立保育園で配布しています。

 
 
 
 
 
 

 

【実施事業】

・保育園にあそびにきませんか

・親子 チャレンジ（保育体験）

・園庭開放

・プール開放（夏季限定）

・子育て情報発信

・育児相談

 

家庭で乳幼児を子育て中のみなさん

お近くの区立保育園へどうぞ！

 

パ ス ポ ー ト

江戸川区子ども家庭部

一時保育

《私立保育園の一時保育》

地区 保育園名 電話

小松川 光 徳 保 育 園

中央 東 小 松 川 お ひ さ ま 保 育 園

マ リ ヤ 保 育 園

北 葛 西 お ひ さ ま 保 育 園

葛 西 お ひ さ ま 保 育 園 6808-1149　9:00～17:00

小岩 富 士 見 保 育 園

ル ン ビ ニ ー 保 育 園

江 戸 川 保 育 園

鹿骨 西 篠 崎 お ひ さ ま 保 育 園

《ファミリーサポート》

《子育てサポートひろば》

地区 場所 電話

葛西 共 育 プ ラ ザ 葛 西

東部 共 育 プ ラ ザ 南 篠 崎

《子どもショートステイ》

《区立保育園の緊急一時保育》

　　問い合わせ先　　保育課保育係　電話： 5662-0066

北葛西4-3-23

利用時間：月～土曜　８時～１９時　※祝日･年末年始を除く。　利用料金：１時間800円

※上記以外の日時でも協力会員の了解が得られれば利用が可能です。（1時間900円）

宇喜田町175

南篠崎町3-12-8

　保護者の入院や、裁判員制度などで緊急に保育が必要なお子さんをお預かりする「緊急一時保育」を区立保育
園全園で実施しています。詳しくは、お問い合わせください。
　対象年齢：1歳 ～ 就学前　　　利用料金：1日1,000円　　保育時間：７:30～18:30の間

東葛西5-29-14

北小岩2-15-8

西篠崎2-6-11

　保護者の通院、リフレッシュなどの場合に、健康で集団保育が可能な未就学児を一時的に保育する
「一時保育」を、次の私立保育園で実施しています。利用する保育園で事前登録が必要です。
利用回数は、１世帯につき１か月５回までです。利用時間や料金は、実施園によって異なります。
（標準保育料：4時間まで2,000円・8時間まで4,000円）詳しくは各園に直接お問い合わせください。

所在地

松島1-40-18

平井6-53-7

　急な用事でお困りのときに、1歳から就学前までのお子さんをファミリーサポートの協力会員が一時的にお預
かりします。お預かりする日の前日（前日が土・日・祝日・休館の場合は直前の活動時間内）まで申込みができ
ます。ファミリーサポートの会への入会が必要です。
　利用時間：火～金曜　９時30分～14時30分　※祝日･年末年始を除く。　　利用料金：1時間800円

葛西

東部
江戸川3-8

江戸川1ｰ46

船堀2-19-4

所在地

　　問い合わせ先　　ファミリーサポートセンター　船堀4-2-5（勤労福祉会館内）　電話：3877-2560

　保育園や幼稚園などのお子さんの送迎や一時的な預かりを依頼することができます。
子育てのお手伝いをしたい方（協力会員）と、お手伝いを頼みたい方（依頼会員）がそれぞれファミリーサポー
トの会の会員となり、地域で子育ての助け合いを行います。協力会員と依頼会員は事前に面談などをし、お互い
に信頼の心を結んでから活動します。利用するには事前に入会が必要です。

　保護者の方が病気、出産、介護、冠婚葬祭、就労などの理由で、一時的にお子さんを養育できないときに、
宿泊を伴った一時預かりを行います。利用には事前の登録が必要です。
　対象：区内在住で満２歳～１２歳(小学生以下)の健康なお子さんで、保護者以外に養育する方がいない場合
　費用：１泊　6,000円（通園・通学に必要な費用は除く）
　期間：１回につき　６泊７日以内（年間１４日まで）

　　実施場所：そ よ 風 松 島 荘　　松島1-19-15

　　問い合わせ、登録・申込先　子ども家庭支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　子育て・家庭相談係　船堀4-2-5（勤労福祉会館内）　電話：3877-2460
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　　　　　お問い合わせ・お申込は、直接施設にご連絡ください。

《認定保育室》　　※０歳～２歳対象

地区 定員 電　　話 対　　象

０～２歳児

０～２歳児

葛西 ０～２歳児

《認証保育所》　　※０歳～就学前対象（対象年齢・一時保育の実施は施設によって異なります）

地区 定員 電　　話 対　　象

０～１歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～３歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～３歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～３歳児

開園

プ レ ス ク ー ル 第 ２ 仲 よ し 保 育 園 中葛西３－３－６ １Ｆ

み ん な の 遊 々 保 育 園 中葛西４－２－１

プ レ ス ク ー ル 仲 よ し 保 育 園 中葛西 3-35-1　2Ｆ

ぽ け っ と ラ ン ド 船 堀 船堀4-11-11　1Ｆ

こ ど も ト レ イ ン 保 育 園 船堀1-4-13-101

南葛西 3-24-11

ピ ノ キ オ 幼 児 舎 西 葛 西 園 西葛西 6-13-7 3Ｆ

ち ゃ い れ っ く 西 葛 西 駅 ビ ル 第 二 保 育 園 西葛西 6-7-1 A棟2Ｆ

フ ロ ン テ ィ ア キ ッ ズ 葛 西 中葛西 5-20-14

葛西

サ ク ラ ナ ー サ リ ー 東葛西 5-1-3 3Ｆ

仲 よ し 保 育 園 東葛西 8-5-8

ち ゃ い れ っ く 西 葛 西 駅 ビ ル 保 育 園 西葛西 6-7-1 A棟1Ｆ

マ ミ ー ズ ハ ン ド 船 堀 船　堀 3-7-17

子 ば と 保 育 園

篠崎町 1-155-2

中央

ポ ピ ン ズ ナ ー サ リ ー ス ク ー ル 一 之 江 一之江 8-14-1 4Ｆ

ア ス ク ま つ し ま 保 育 園 松　島 2-35-4

ピ ノ キ オ 幼 児 舎 一 之 江 園 一之江 7-35-22 3Ｆ

わ ん ぱ く 松 島 園 松島4-29-7

若 葉 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 幼 保 園 瑞 江 園 東瑞江2-17-5

瑞 江 ホ ー ム 東 部 認 証 保 育 所 東瑞江1-18-5

鹿骨

ゆ ら り ん 篠 崎 保 育 園 篠崎町 2-408-23

は な 保 育 園 篠崎町 7-13-8

な な い ろ 保 育 園

東小岩 6-14-6

に っ こ り ハ ウ ス 東小岩 3-23-12

小 岩 駅 前 桜 華 保 育 園 東小岩6-14-8 

東部

若 葉 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ナ ー サ リ ー 南篠崎町 3-25-7 2Ｆ

み ど り の 郷 保 育 園 江戸川 2-15-22

小岩

ど ん ぐ り 保 育 園 小 岩 南小岩 7-16-5

飯 塚 保 育 園 南小岩 6-13-1

成 光 堂 ベ ビ ー セ ン タ ー 北小岩 2-8-20-201

ナ ー サ リ ー ル ー ム ベ リ ー ベ ア ー 小 岩 西小岩 1-24-13 2Ｆ

小 岩 駅 前 み つ ば ち 保 育 園

み の り 保 育 園 中葛西 5-36-12-201

　　利用者の様々なニーズに応え、利便性の高い駅前などで13時間以上開所するなど、多様な形態の保育を行っている
　直接契約の施設です。
　　江戸川区では運営費を助成し、定期的に都の指導検査が行われます。一時保育を実施している施設もあります。

保　育　所　名 所　在　地

小松川
つ く し ん ぼ 共 同 保 育 所 平井5-27-6-201

ソ レ イ ユ ナ ー サ リ ー 小 松 川 小松川１－５－２ ２Ｆ

平成23年10月1日現在

ご家庭で保育ができないお子さんをお預かりする、直接契約の施設です。江戸川区で運営費を助成し、適切な指導を行っていま
す。

保　育　室　名 所　在　地

中央
杉 の 子 共 同 保 育 所 中　央 2-8-20

ひ ろ ば 共 同 保 育 所 本一色 3-24-2

認定保育室・認証保育所
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　　　　　お問い合わせ・お申込は、直接施設にご連絡ください。

《認定保育室》　　※０歳～２歳対象

地区 定員 電　　話 対　　象

０～２歳児

０～２歳児

葛西 ０～２歳児

《認証保育所》　　※０歳～就学前対象（対象年齢・一時保育の実施は施設によって異なります）

地区 定員 電　　話 対　　象

０～１歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～３歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～３歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～２歳児

０～３歳児

開園

プ レ ス ク ー ル 第 ２ 仲 よ し 保 育 園 中葛西３－３－６ １Ｆ

み ん な の 遊 々 保 育 園 中葛西４－２－１

プ レ ス ク ー ル 仲 よ し 保 育 園 中葛西 3-35-1　2Ｆ

ぽ け っ と ラ ン ド 船 堀 船堀4-11-11　1Ｆ

こ ど も ト レ イ ン 保 育 園 船堀1-4-13-101

南葛西 3-24-11

ピ ノ キ オ 幼 児 舎 西 葛 西 園 西葛西 6-13-7 3Ｆ

ち ゃ い れ っ く 西 葛 西 駅 ビ ル 第 二 保 育 園 西葛西 6-7-1 A棟2Ｆ

フ ロ ン テ ィ ア キ ッ ズ 葛 西 中葛西 5-20-14

葛西

サ ク ラ ナ ー サ リ ー 東葛西 5-1-3 3Ｆ

仲 よ し 保 育 園 東葛西 8-5-8

ち ゃ い れ っ く 西 葛 西 駅 ビ ル 保 育 園 西葛西 6-7-1 A棟1Ｆ

マ ミ ー ズ ハ ン ド 船 堀 船　堀 3-7-17

子 ば と 保 育 園

篠崎町 1-155-2

中央

ポ ピ ン ズ ナ ー サ リ ー ス ク ー ル 一 之 江 一之江 8-14-1 4Ｆ

ア ス ク ま つ し ま 保 育 園 松　島 2-35-4

ピ ノ キ オ 幼 児 舎 一 之 江 園 一之江 7-35-22 3Ｆ

わ ん ぱ く 松 島 園 松島4-29-7

若 葉 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 幼 保 園 瑞 江 園 東瑞江2-17-5

瑞 江 ホ ー ム 東 部 認 証 保 育 所 東瑞江1-18-5

鹿骨

ゆ ら り ん 篠 崎 保 育 園 篠崎町 2-408-23

は な 保 育 園 篠崎町 7-13-8

な な い ろ 保 育 園

東小岩 6-14-6

に っ こ り ハ ウ ス 東小岩 3-23-12

小 岩 駅 前 桜 華 保 育 園 東小岩6-14-8 

東部

若 葉 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ナ ー サ リ ー 南篠崎町 3-25-7 2Ｆ

み ど り の 郷 保 育 園 江戸川 2-15-22

小岩

ど ん ぐ り 保 育 園 小 岩 南小岩 7-16-5

飯 塚 保 育 園 南小岩 6-13-1

成 光 堂 ベ ビ ー セ ン タ ー 北小岩 2-8-20-201

ナ ー サ リ ー ル ー ム ベ リ ー ベ ア ー 小 岩 西小岩 1-24-13 2Ｆ

小 岩 駅 前 み つ ば ち 保 育 園

み の り 保 育 園 中葛西 5-36-12-201

　　利用者の様々なニーズに応え、利便性の高い駅前などで13時間以上開所するなど、多様な形態の保育を行っている
　直接契約の施設です。
　　江戸川区では運営費を助成し、定期的に都の指導検査が行われます。一時保育を実施している施設もあります。

保　育　所　名 所　在　地

小松川
つ く し ん ぼ 共 同 保 育 所 平井5-27-6-201

ソ レ イ ユ ナ ー サ リ ー 小 松 川 小松川１－５－２ ２Ｆ

平成23年10月1日現在

ご家庭で保育ができないお子さんをお預かりする、直接契約の施設です。江戸川区で運営費を助成し、適切な指導を行っていま
す。

保　育　室　名 所　在　地

中央
杉 の 子 共 同 保 育 所 中　央 2-8-20

ひ ろ ば 共 同 保 育 所 本一色 3-24-2

認定保育室・認証保育所

 

 

　　　お問い合わせ・お申込は、直接施設にご連絡ください。

《認定こども園》　　※１歳～就学前対象　幼児教育・保育を一体として捉え、一貫して提供する施設です。

地区 定員 電　　話 対　　象

篠崎若葉幼稚園 160
３歳～

※長時間利用の
幼稚園児

篠崎若葉幼稚園保育室 21 １･２歳児

幼稚園や保育所等が、教育と保育の両方の機能を提供するとともに、子育て支援事業を行う施設です。
保育内容・保育料・申し込み方法など詳細は直接施設へお問い合わせください。

こ　ど　も　園　名 所　在　地

鹿骨 認定こども園 篠崎町 2-307 3670-9495

認定こども園

 
 

正規の教育時間終了後も引き続き在園児を夕方までお預かりできる幼稚園があります。
夏休みなどの長期休業期間中も、在園児をお預かりできる幼稚園があります。
詳しくは、直接幼稚園へお問い合わせください。

《私立幼稚園》　　　３歳～５歳

《区立幼稚園》　　　４歳～５歳

　３歳・４歳・５歳児対象の３年保育です。入園の手続きは、園と保護者との直接契約です。
4月入園児の募集は、前年の10月15日から31日まで各園が願書の配付を行い、11月1日に入園受付をしています。
また、｢満３歳児の受入れ｣や｢預かり保育｣(在園児を対象とした教育時間外保育)を実施している幼稚園もあります。

　　　問い合わせ先　　各幼稚園　または　子育て支援課推進係　電話：5662-1001

　４歳・５歳児対象の２年保育です。
４月入園児の募集は、前年の１１月に行います。年度途中での入園は随時各園で受付しています。
その他、在園児対象の一時的延長保育のショートサポートや、在園の親子や就学前の親子のための親子ひろば
「あいあい」があります。

　　　問い合わせ先　　各幼稚園　または　学務課学事係　電話：5662-1624

　　入園料は80,000円、毎月の保育料は26,000円を限度に補助があります。
　　（満３歳で入園した場合も、補助対象となります）
　また、この補助金の他に、所得に応じた就園奨励費補助金があります。

幼稚園（区立・私立）

 
 

病後児保育　　　※生後６か月から小学校３年生まで対象

保育室名　・　所在地 利用時間　・　予約方法 電話

東小岩わんぱくクリニック病児保育室 月･火･木･金　８時３０分～17時30分 5612-3754�

東小岩4-5-2　神奈川ビル1Ｆ
※電話予約は前日19時まで。定員に空きがある場合に限り、朝8
時30分から当日受付を行います。

予約専用電話
5612-3761

瑞江わんぱくクリニック病児保 育室 月･火･水･金　８時３０分～17時30分

南篠崎町3-1-2　渡辺ビル1F
※電話予約は前日19時まで。インターネット予約あり。定員に
空きがある場合に限り、朝8時30分から当日受付を行います。

ぬまのクリニック病児保育室ぐらんま 月～金　8時30分～17時30分

平井2-25-11　稲葉ビル101
※前日17時までに電話で予約。定員に空きがある場合に限り、
朝8時から当日受付を行います。

篠崎駅前わんぱくクリニック病児保育室 月･火･木･金　8時30分～17時30分

篠崎町2-407-2　吉野ビル２Ｆ
※電話予約は前日1９時まで。インターネット予約あり。定員に
空きがある場合に限り、朝8時３０分から当日受付を行います。

3698-6531

　病気の回復期にあり、まだ集団生活が困難なお子さんを医療機関の付帯施設でお預かりします。
　（医師の許可が必要です。麻しん等の感染症や入院が必要な場合は利用できません。）
　各施設１日４人（先着順）要予約　　1日4,200円（初回のみ別に登録料2,000円）

5609-6616

5879-8871
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平成２４年度

保保育育園園入入園園ののごご案案内内
（平成２４年４月～平成 ５年３月入園分）

認可保育園とは、保護者が働いていたり、病気などのために家庭で保育できないお子さんを、

保護者に代わって保育する、児童福祉法に基づく児童福祉施設です。

認可保育園は、保護者が以下の状況でお子さんを保育することができないときに申込できます。

ただし、同居の祖父母などの親族･その他の方も保育できない状況が必要です。

日中、働いているとき〔原則：１日４時間以上かつ月１２日以上〕

☆育児休業・出産休暇が終了し、仕事に復職するとき

出産で準備・休養が必要なとき（出産予定月とその前後２か月の計５か月以内）

病気、負傷、心身に障害があるために保育が困難なとき

同居している病気の方や障害者を常時介護しているとき

災害の復旧にあたっているとき

日中、求職活動して（仕事を探して）いるとき（３か月以内に勤務が必要）

日中、大学・職業訓練校・専門学校などに通っているとき

その他、明らかに保育をできない事情がある場合

☆育児休業・出産休暇中に申込されるときは、入園月に必ず復職することが条件になります。

◎◎問問いい合合わわせせ・・申申込込先先

江戸川区子ども家庭部保育課保育係
（本庁舎２階８番窓口）受付時間 ～ （土日祝・年末年始を除く）

〒 江戸川区中央１－４－１

電話３６５２－１１５１（内線）２９７４～２９７９

電話５６６２－００６６（直通）

（募集数の確認や申請書のダウンロードもできます）
 


